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第 章   施策の展開 

 
 

基本目標１ 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実 

施策の方向性：（１）子どもの人権を大切にする取組の充実 

「児童の権利に関する条約」が定められた後も、体罰や子ども同士のいじめなど、

子どもの人権を侵害する事件は社会的な問題となっています。 

このような状況をふまえて、子どもの人権侵害の防止や、侵害を受けた子どもへの

相談・支援体制といった子どもの権利を擁護する体制を構築していきます。 

また、子どもの人権を尊重する意識の向上を図るため、市民や関係機関職員等への

啓発を進めます。 

 

 

① 子どものための相談・支援体制の充実 

子どもへの体罰やいじめなど、子どもの人権を侵害するさまざまな要因に対応し、

子どもが安心して、健やかに育つことができるよう、相談支援の充実や問題事象の早

期発見･対応に努めます。 

 

具体的施策 内容 

身近で多様な相談窓口
の充実 

子どもが、親や教師に相談できないことも含めて気軽に相談でき
る窓口として「こども家庭相談」等を充実させ、より相談しやす
い手法を検討するとともに、周知啓発を図ります。 

問題事象の早期発見・
対応 

家庭・地域・関係機関等と連携を図り、いじめや深刻な悩み等、
子どもがひとりで抱え込む問題をいち早く発見し、迅速に対応し
ていきます。 

職員や教員の相談対応
力の向上 

子どもの相談を受ける職員や教員が、より適切に対応できるよ
う、日頃からの研修や臨床心理士等専門的人材との連携によって
資質や専門性の向上に努めます。 

被害に遭った子どもの
心のケアの推進 

天災、犯罪、虐待等の被害にあった子どもに対し、京都府と連携
して適切なケアに努めます。 

いじめ防止対策の充実 

「宇治市いじめ防止基本方針」に基づき、市内の関係機関・団体
との連携の強化や、市民への広報啓発活動の推進、いじめの予防
や早期発見を図るための児童生徒への「心の教育」や教職員研修、
家庭・地域と連携して子どもを守る取り組みや SNS等の正しい利
用の啓発など、いじめ防止対策の充実を図ります。 
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② 子どもの人権に関する普及と啓発 

子どもの人権を尊重する意識が家庭や関係者だけでなく、まち全体で共有されるよ

う、市民に対し、子どもの人権とノーマライゼーション、人権三法の趣旨の普及及び

啓発を進めるとともに、関係機関職員などの研修の充実を図ります。 

具体的施策 内容 

市民啓発の推進 

市民が参加する生涯学習の機会や、市政だよりや市のホームペー
ジ等の広報を通じて子どもの人権や人権三法の趣旨に対する正
しい理解を深めるための啓発を行います。 

また、今後さらに親の働き方が多様化していくことも考えられる
ため、市民のみならず、企業や関係団体への周知・啓発にも努め
ます。 

関係機関職員等の研修
の充実と意識向上 

子どもの人権を守るために、子どもに関わるさまざまな関係機関
の職員に対する研修機会等を充実し、子どもの人権を考えた支援
ができるよう、子どもの人権に関する意識の向上に努めます。 

ノーマライゼーション
の普及・啓発の推進 

一人ひとりを認め合い、ともに支え合うまちづくりを進めるた
め、障害のある人などとの相互理解を深め、ともに生きる社会を
目指すノーマライゼーションの理念の普及・啓発を行います。 

 

施策の方向性：（２）たくましく、心豊かに育つ環境づくり 

子どもたちに基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力等、主体的に学習に取

り組む態度など、確かな学力を身につけるための教育・保育の体制の一層の充実を図

ることが重要です。特に、自ら課題を発見し解決する問題解決能力、他者とのコミュ

ニケーション能力、物事への論理的な考察力などの育成を重視することが求められま

す。 

乳幼児期からの子どもの発達や学習の連続性を重視し、学ぶ意欲や自立心を高める

取り組みを推進するとともに、「生きる力」をはぐくんでいくことが重要です。 

そのため、乳幼児が初めて家庭を離れ、多くの時間を過ごす教育・保育の場で、同

年齢や異年齢の子どもとの関わり合いによる経験を確保し、子どもの育ちを保障して

いくことが課題となっています。幼稚園・保育所・認定こども園が連携した質の高い

就学前教育・保育の充実を図るとともに、学校教育の充実だけではなく、生涯学習も

含めた子どもの健全育成の推進を図ります。 
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① 就学前教育・保育の充実 

子どもが社会生活上のルールや道徳性を生活のなかで身につけ、心豊かに成長して

いくことができるよう、教員や保育士の連携強化や資質向上を図りつつ、自主性や豊

かな社会性をはぐくむための教育・保育内容を充実していきます。 

具体的施策 内容 

教育・保育内容の充実 
【国指定事業】 

幼稚園、保育所、認定こども園において、子どもが十分に自己を
発揮し、社会生活上のルールや道徳性を生活のなかで身につけ、
人間形成の基礎を培っていけるよう、幼稚園教育要領、保育所保
育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領等に基づいて、
教育・保育の内容を充実します。また、幼稚園、保育所、認定こ
ども園において人権を大切にする心を育てる教育・保育を推進す
るとともに、障害児や外国につながる幼児（※）等、特別な支援
が必要な子どもへの支援・配慮に取り組みます。 

教員・保育士等の連携
や情報交換 

【国指定事業】 

合同での研修会や交流会を実施するなど、幼稚園、保育所、認定
こども園における教員・保育士等の連携の強化を図るとともに、
情報交換の場の提供に努めます。 

教員・保育士等の資質
向上【国指定事業】 

教員・保育士等の資質向上を目指すため、教育・保育に関する研
修等の実施や職場環境の向上に努めます。 

適切な指導監督、評価
等の実施 

公立幼稚園における幼児教育について、指導主事による計画訪問
等を通じて指導監督を行います。 

幼稚園、保育所、認定
こども園と小学校等と
の円滑な接続の推進 

幼稚園、保育所、認定こども園と小学校等との円滑な接続を推進
する観点から、連携・接続の意識啓発、園児と小学校児童との交
流活動や接続を意識したカリキュラムの作成などに努めます。 

【国指定事業】・・・国が基本指針で示した事業であり、市町村の計画に記載が義務付けられているものです。 

※外国につながる幼児・・・国際化の進展に伴い、海外から帰国した幼児や外国人幼児、両親が国際結婚の幼児な

どのこと。 

 

② 学校教育の充実 

子どもたちが「生きる力」として、自立心を養い、たくましく、心豊かに育つよう、

学校・家庭・地域が連携しながら、教育の充実を図ります。また、教育環境をはじめ、

不登校児童生徒自立支援教室の運営や支援員によるアウトリーチなど、子どもたちが

安心して学校生活を送ることができるよう、環境面の充実を図ります。 

具体的施策 内容 

家庭・地域との連携推
進 

家庭、地域と連携して信頼される学校づくりを進めていくため
に、あらゆる機会を通して、学校情報を家庭や地域に積極的に発
信します。 

また、家庭や地域と学校教育の積極的な連携を進めます。 

小中一貫教育の推進 
子どもたち（児童・生徒）の「確かな学力」の充実・向上と豊か
な人間性や社会性をはぐくむ小中一貫教育を推進します。 

新しい教育環境の整備 
子どもや地域の実態を見据え、新たな課題に対応できるよう、教
材や学校図書館をはじめとした教育環境の整備を進めます。 

不登校への支援 
家庭、学校と連携しながら、不登校児童生徒自立支援教室の運営
や支援員によるアウトリーチなどを通して社会的自立に向けた
支援に努めます。 
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具体的施策 内容 

ＳＳＷ（スクールソー
シャルワーカー）等に
よる支援 

ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）等と連携し、学校が地域
に開かれたプラットホームとなるよう地域・関係機関との多様な
連携強化に努め、子どもへの支援を充実します。 

自己評価等を通じた運
営改善 

地域特性をいかした特色ある学校運営の推進のため、自己評価や
学校関係者評価を実施します。 

幼稚園、保育所、認定
こども園と小学校等と
の円滑な接続の推進
【再掲】 

幼稚園、保育所、認定こども園と小学校等との円滑な接続を推進
する観点から、連携・接続の意識啓発、園児と小学校児童との交
流活動や接続を意識したカリキュラムの作成などに努めます。 

 

③ 教育・保育の施設整備 

子どもたちが安心して生活できる環境を整えるために必要な整備を計画的に進める

とともに、地域と協力し、子どもが安心して放課後等を過ごすことのできる居場所づ

くりを進めます。 

具体的施策 内容 

施設、設備の整備・充
実 
【国指定事業】 

幼稚園、保育所、認定こども園、学校等について、子どもたちが
昼間の時間や放課後を安全に、安心して過ごす生活の場所という
認識に立って施設整備を計画的に進めます。 

安全管理のための取り
組み 

子どもが安心して過ごすことができるよう、通学路の安全確保や
施設への不審者の侵入防止等、引き続き安全対策に努めます。 

施設の開放と有効活用
及び放課後等の居場所
づくり 

子どもをはじめ、広く市民が利用できるよう、適切な安全管理の
もとに施設を開放します。また、地域のさまざまな市民等が協力
し、放課後子ども教室を含めた休日や放課後等の居場所づくりを
進められるように努めます。 

 

④ 青少年の健全育成の推進 

現在、スマートフォンや SNS などの普及により、青少年に有害な情報が身近にあ

ることが社会的な問題となっています。そのため、青少年や子どもの健全育成に対す

る啓発を行うとともに、青少年にとって有害となる情報から子どもを守るための対応

を図ります。一方、民間団体との連携も視野に入れながら、生涯学習などの機会をつ

くり、青少年が人間性や社会性をはぐくむための教育を推進します。 

具体的施策 内容 

家庭や地域への啓発 
青少年のいる家庭や地域に対して、社会的背景、青少年の意識や
行動などを的確に捉えて見守ることができるよう、啓発します。 

有害環境対策の推進 
青少年にとって有害な、性や暴力等に関する過激な情報について
は関係機関、地域と連携・協力して、関係業界に自主的措置を働
きかけます。 

社会における教育 
青少年の人間性や社会性をはぐくむため、異世代間交流や、地域
の行事など、さまざまな機会において、教育を行います。 

民間団体や地域等との
連携 

健全な青少年を育成するため、民間団体や地域等と連携して見守
り活動等に取り組みます。 
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施策の方向性：（３）健やかなからだとこころの育ちへの支援 

思春期になると、安易な性行為に走ったり、喫煙・飲酒をする子どもが増加傾向に

あるとみられ、加えて全国的にも子どもの薬物使用が増加しているといわれています。 

また、商業施設や自動販売機で売られている有害図書や、街中の看板・チラシ、SNS

など、子どもを取り巻く危険性は複雑化・多様化しています。 

これらの有害環境への対策等を行いながら、子どもが健やかに心身ともに成長して

いくことができるよう支援していきます。 

また、子育て期の保護者の生活習慣の改善や健康についての意識向上を図ることな

どにより、子どもが健やかに成長していけるよう支援していきます。 

 

① 学童期・思春期における保健対策の充実 

大人になる過渡期にある子どもたちの健やかな成長を支援するため、保健師などと

小・中学校の養護教諭の連携強化をはじめ、食育や性教育の推進、喫煙・飲酒対策、

薬物対策など、子どもたちへの健康被害をなくすことができるよう、学童期や思春期

における保健対策の充実を図ります。 

具体的施策 内容 

就学前対応と小学校の
連携 

保健師等と小・中学校の養護教諭との日常的な連携体制を確立
し、学校保健の充実に努めます。 

食育の推進 

子どもの豊かな人間性をはぐくみながら、健康の増進を図るた
め、栄養のバランスを考え規則正しく食べることの大切さについ
ての意識を高める教育とともに、調理などの生活体験や農業体験
などを通じた食に関する多様な学習機会を提供します。 

性教育の推進 生命の大切さなどを含めた体系的な性教育を推進します。 

喫煙・飲酒対策 

タバコやアルコールの害についての啓発及び指導を進めます。ま
た、家庭や地域においても、タバコやアルコールの害についての
啓発を図り、子どもを家庭や地域で守っていく環境づくりを進め
ていきます。 

薬物対策 

覚醒剤や薬物乱用の害について、関係団体と協力しながら啓発を
行います。また、家庭や地域においても、覚醒剤や薬物乱用の害
についての啓発を図り、子どもを家庭や地域で守っていく環境づ
くりを進めていきます。 
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② 有害環境対策 

子どもの成長において有害となる雑誌や本などの販売についての自主規制や、有害

広告などの防止に取り組み、子どもの成長を支える健全な地域づくりを進めます。 

具体的施策 内容 

有害図書などの販売に
ついての自主規制 

市内の書店、コンビニエンスストア等に対して有害図書を子ども
が立ち読みできない対策を講じるよう協力を要請します。 

有害広告等の防止 
有害なビラの配布防止や看板の設置防止につながるよう、地域で
の見守りを支援します。 

インターネット、SNS
等の閲覧防止対策の啓
発 

インターネット、SNS 等への有害環境対策として、フィルター機
能などの防止策の啓発に努めます。 

 

③ 子育て期の保護者への支援 

子育て期の保護者の生活習慣の改善や健康についての意識向上、親同士の交流を通

じた子育てに対する不安等の解消を図ることで、子どもが心身ともに健やかに成長し

ていくことができるよう支援していきます。 

具体的施策 内容 

健康教室等の参加促進
と内容の充実 

子育て期の保護者に対する健康教室や健康診査の参加促進を図
ります。また、教室等への参加を機に、他の保護者とコミュニケ
ーションが図れるよう、内容等の充実を図ります。 

生活習慣改善のための
指導 

子育て期の保護者の健康や生活リズム、運動習慣等の生活習慣に
ついて、乳幼児健診時等における指導や啓発に努めます。 

食育の推進 
子育て期の保護者に対して、食を通じた家庭内のコミュニケーシ
ョンや健康についての意識の向上、適塩などの食生活改善を啓発
します。 

メンタルケアの充実 
子育てにおけるストレスや悩みの解消のため、各種事業を通じて
相談を行うとともに親同士の交流を支援し、こころのケアの充実
を図ります。 
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施策の方向性：（４）ともに育ち合う家庭づくり 

子どもを生み育てることのすばらしさが、さまざまな情報の氾濫等によって、認識

されにくい状況がみられることや、子育てについて十分理解ができない中で、親とな

るケースが懸念されます。 

これから親になっていく人たちが、結婚や子どもを生み育てることに行き過ぎた不

安や負担感を抱かず、夢をもてるよう引き続き啓発を進めることが大切です。また、

子育てを行っている親がもてる力を発揮し、ともに喜びや楽しみを感じ、分かち合い

ながら子育てを行うために、家庭の子育て力や教育力を強化する支援やそのための地

域環境づくりを進めます。 

 

① 次代を担う子どもへの啓発活動の推進 

今後、子どもたちが、結婚や家庭生活、子育てについての正しい意識や関心をもち、

夢を抱けるよう、パンフレットや体験活動などを通じた啓発活動を推進します。 

具体的施策 内容 

思春期、青年期への子育
て・家庭に関する啓発 

子どもたちが、結婚や家庭生活、子育てに関する正しい意識を醸
成できるよう、講座を開催するとともに、各種パンフレットを配
布するなど啓発活動を行います。 

思春期、青年期に子ども
にふれあう機会の充実 

子どもたちが、赤ちゃんとふれあう経験をすることにより、将来
自分が家庭をもって子どもを育てる夢を描き、その心構えができ
るよう、保育体験や赤ちゃんとの交流事業を推進します。 

 

② 家庭の子育て・教育力の強化 

子育ての不安などの解消や、家庭で協力して子育てに取り組むことができるよう、

子育て講座などの開催や親同士の交流活動を促進するとともに、家庭の教育力の向上

や、家庭教育に関する啓発に取り組みます。 

具体的施策 内容 

家庭教育の啓発 

子育ての基本は家庭にあるとの認識を保護者がもち、家庭内での
子どもの役割分担やしつけ等がおろそかにならないよう、また、
乳幼児期における適切なスマートフォンの使用など、家庭教育の
啓発に努めます。 

家庭での教育力を高め
る支援 

子どもの育ちに合わせた家庭教育のための講座などを開催する
とともに、子どもたちが家庭で話しやすい環境づくりを行えるよ
う、子どもを通じて家庭に働きかけます。 

子育て講座などの開催 

子育てについての講座やセミナーなどを開催し、子育ての不安な
どの解消を図るとともに、家庭においてどのような子育てを目指
すのかをイメージしながら、両親、祖父母などが協力して子育て
ができるように支援します。 

親同士の交流活動への 
参加促進と環境づくり 

地域子育て支援拠点や子育てサークル支援の充実により、親同士
の交流活動を促進し、交流を通じてともに育ち合える子育て環境
づくりを支援します。 
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③ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の根絶と対応 

子どもの成長にとって、よりよい家庭環境がつくられるよう、ＤＶに関する市民啓

発をはじめ、ＤＶに対する相談支援を充実するなど、解決に向けた取り組みを推進し

ます。 

具体的施策 内容 

ＤＶの根絶 ＤＶの根絶に向けた取り組みを進めます。 

相談窓口の充実 

ＤＶ被害に関する相談について、「女性のための相談」「男性のた
めの相談」等により迅速・的確に対応するとともに、相談から被
害者保護等に関わる関係機関の連携を進めます。また、相談窓口
について、広報誌やホームページ、リーフレット、公共施設・民
間施設への相談カード設置等により周知を図ります。 

ＤＶについての市民へ
の啓発 

ＤＶの根絶に向けてセミナーや街頭啓発などを行います。 

ＤＶについての教育の
充実 

子どものＤＶに対する理解向上のため、学校における人権教育な
どの教育・学習機会の充実を図ります。 

 

 

基本目標２ 安心して子どもを生み育てられる切れ目のない 
支援に向けた環境づくりの推進 

施策の方向性：（１）妊娠期からの切れ目ない支援の推進 

近年の子育て家庭の生活習慣は、保護者の健康に対する意識の低下やライフスタイ

ルの変化、就労状況などによって乱れがちとなっています。また、家庭内の喫煙習慣、

不規則で偏った内容の食生活、乳幼児の就寝時間の乱れなどの結果、生活習慣病が低

年齢化するなど、子どもの健康状態に大きな影響を及ぼしています。加えて、環境の

変化などによるものと思われるアレルギー疾患の増加や、運動不足などによる子ども

の体力の低下といった身体の問題も生じています。 

さらに、不妊によるこころの悩み、妊娠期の不安、親の孤立化や育て方への不安、

子どもが他の子どもとふれあう機会が少なくなってきたことなどが原因で、こころに

さまざまな問題が生じています。 

母親が安心して妊娠・出産に臨めるよう、訪問指導など、妊娠期から支援を行うと

ともに、子どもの発育・発達への支援に取り組み、妊娠期からの切れ目のない支援を

行うことで、安心して生み育てられる環境づくりを推進します。 
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① 妊産婦等への支援 

母親が安心して妊娠期を過ごし、出産を迎えることができるよう、母子健康手帳の

交付・活用をはじめ、相談や情報交換できる機会の拡充、父親をはじめとした市民へ

の啓発の推進、個別訪問などの各種母子保健施策の推進などを図ります。 

具体的施策 内容 

母子健康手帳、父子手
帳の交付・活用 

妊婦との最初の出会いである母子健康手帳交付の機会を有効に
活用し、父母ともに子育てをするという意識の醸成と、保健施策
の内容・活用の方法の啓発とともに、安心して出産や子育てを迎
えられるよう、保健師による妊婦全員の面談、支援プランの作成、
ネウボラセットの配付を継続して実施します。 

パパママ教室の充実 
妊娠期の不安を解消し、妊婦同士の交流機会ともなるパパママ教
室への参加促進と講座内容の充実をめざします。また、妊婦と配
偶者の双方を対象とした妊娠期の保健指導を充実します。 

交流機会の拡充 
妊婦だけではなく、産後の母親も含めた交流ができ、気軽に相談
や情報交換ができる機会を充実します。 

父親をはじめとした市
民への啓発事業の推進 

妊婦の配偶者に対し、妊娠について知り、父親としての自覚を高
めるための啓発を進めるとともに、市民へのマタニティマークの
普及・啓発に努めます。 

個別訪問等による支援 
ハイリスク妊婦・産婦・新生児等への訪問指導事業を充実させ、
きめ細かい指導・助言をめざします。また、家事などの支援につ
いても充実を図ります。 

ハイリスク妊婦等への
支援の充実 

妊婦が悩みや不安を相談できるよう、電話や窓口、面接等相談体
制の充実に努めるとともに、安心して出産を迎えることができる
よう支援を行います。 

ハイリスク妊婦への医
療機関との連携による
対応 

何らかの問題の兆候をみせたり、すでに問題が生じているハイリ
スク妊婦への対応とフォローのため、医療機関との連携を強化し
ます。 

妊婦への食育の推進 
妊婦の健康と胎児の健やかな発育を図るため、パパママ教室や個
別相談などを通じて、栄養のバランスの大切さなどを指導する食
育を推進します。 

妊婦及び家庭や地域へ
の喫煙対策 

妊産婦と家族に関するタバコの害と禁煙に向けた啓発を行いま
す。 

また、地域においても、タバコの害と禁煙についての啓発を図り、
妊産婦等を地域で守っていく環境づくりを進めます。 

不妊治療等への支援 
不妊治療及び不育治療について、医療費助成等によって支援しま
す。 

産後の母親等への支援 
産後に家族等の援助が受けられず支援を必要とする母子に対し、
心身のケアや育児サポートを行います。 

 

  



91 

 

 

② 乳幼児健診及びフォロー体制の推進 

子どもの健やかな発達・発育を支援するため、乳幼児健診や予防接種、健康教室や

幼稚園、保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点などを通じた食育、個別相談な

どの各種事業を推進します。 

具体的施策 内容 

乳幼児健診の充実 
子どもの発達段階に応じた乳幼児健診・幼児視覚健診及び歯科健診に
ついて、今後も受診を促すとともに、一層の充実を図ります。 

健診後のフォローの充実 
保健所、医療機関、療育機関等との連携や発達相談、フォロー教
室、個別訪問、個別相談等によって健診後のフォローをきめ細か
に進めます。 

予防接種の推進 
予防接種事業を啓発し、接種率向上に努めます。また、骨髄移植
等の医療行為により抗体を失った人への予防接種の再接種費の
助成を行います。 

発育・発達を支援する
教室の充実 

乳幼児の健やかな発育・発達を支援し、親子のふれあいを豊かに
はぐくむため、保護者に対し子育て支援や健康づくりに向けて各
種教室の内容充実に努めます。 

乳幼児への食育の推進 

乳幼児の健康の増進を図るため、健康教室や幼稚園、保育所、認
定こども園、地域子育て支援拠点などを通じて、保護者や子ども
自身へ、栄養のバランスを考え規則正しく食べることの大切さに
ついての意識を高める食育を推進します。 

個別相談の充実 
保健師、栄養士、発達相談員、看護師、歯科衛生士などが専門的
立場で発育・発達・子育て等についての適切なアドバイスを行う
個別相談及び定期的面談の充実を図ります。 

個別訪問の充実 
【国指定事業】 

新生児、乳児期における訪問をはじめ、乳幼児健診の未受診児や
要支援児等、保護者のニーズに応じた個別訪問を充実させます。 

 

③ 医療機関等との連携の強化 

医療体制の確立や充実が求められているなか、保健所との連携をはじめ、救急医療

体制や夜間診療の充実、休日診療の運営など、子どもが安心して地域で育つことがで

きるよう、医療体制の充実を図ります。 

具体的施策 内容 

定期的な会議、情報交
換などによる連携 

医療機関と市との連携を強化するため、会議や研修会を積極的に
設けます。 

保健所との連携 
経過観察や支援が必要な乳幼児へのフォロー、思春期の子どもや
親への保健指導や不妊相談・助成等について保健所との連携を一
層強化します。 

救急医療体制の充実 
医療機関、消防署との協議・調整に努め、救急医療体制の充実を
図ります。 

夜間診療の充実 医療機関との協議・調整等に努め、夜間診療の充実を働きかけます。 

休日診療の運営 休日急病診療所を引き続き運営します。 
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④ 子育て世代包括支援センターの充実 

妊娠から出産・子育てまで切れ目のない支援を提供する体制の充実を図り、各機関

との連携を一層強化していきます。 

具体的施策 内容 

子育て支援職員の養成
や配置 

職員に子育て支援に関する広範な研修を実施し、子育て支援に関
する施策について基本的な知識の習得や、市民サービスの向上等
を図ります。また、保育所等就学前児童の預け先等に関する保護
者のニーズに応じた適切な保育サービスへの結び付けを行いま
す。 

関係機関との連携 
子育て支援に関わる関係機関との連携を強化し、切れ目のない支
援を提供する体制の充実を図ります。 

 

施策の方向性：（２）子育ての相談や適切な情報提供のための支援 

子育ての不安を軽減し、楽しみや喜びを感じられる子育てへの支援として、子育て

に関する相談や適切な情報提供が重要となります。 

子育てについて、身近なところで相談しやすい環境を整備するとともに、専門的ま

たは深刻な相談にも対応できるよう相談窓口の体制を充実します。また、子育てに関

する情報をきめ細かく提供するために、印刷物だけでなく、さまざまな媒体を活用し、

常に新しい情報を発信していきます。 

 

① 子育て支援サービスや市民活動の広報の充実 

子育ての孤立化や育児不安の軽減等を図るため、窓口や広報誌、パンフレット、イ

ンターネット、SNSなどを活用して各種子育て支援サービスに関する情報を総合的に

提供するとともに、市民活動に関する情報収集と広報への支援などを行います。 

具体的施策 内容 

子育て支援サービスの
情報提供 

市内及び京都府において利用できるさまざまな子育て支援サー
ビスに関する情報を、窓口や広報誌、パンフレット、インターネ
ット、SNS 等によって総合的に提供します。また、乳幼児健診や
健康教室、子育て学習機会、学校からの連絡などの機会に、子育
て支援サービスに関する情報を提供するよう努めます。 

情報メディア活用のた
めの学習機会の提供 

子どもをもつ親が多様な情報メディアを活用した情報収集など
を適切に行えるとともに、親子の情報モラルが向上するよう、学
習機会の提供に努めます。 

民間事業所や市民活動
などの情報収集と広報
への支援 

民間事業所や子育てサークル、民生児童委員協議会などが実施し
ている事業や活動などの情報を、積極的に広報していくよう努め
ます。 
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② 身近な相談窓口の充実 

子どものしつけや発育・教育など子育てに関して不安なことや困ったことなどを気

軽に話したり、身近に相談することができるよう、地域子育て支援拠点をはじめ、幼

稚園、保育所、認定こども園等での子育て相談、メールを活用した子育て相談などを

充実させ、ケースやニーズに合わせて相談に応じることができる多様な相談窓口の設

置に努めます。 

具体的施策 内容 

地域子育て支援拠点等
における相談窓口の充
実【国指定事業】 

地域子育て支援拠点で気軽に子育てに関する相談ができるよう、
今後も相談窓口や相談機能の充実を図ります。また、子育ての悩
みや家庭内の問題等に対応する「こども家庭相談」の充実に努め
ます。 

幼稚園、保育所、認定
こども園等での子育て
相談の充実 

幼稚園、保育所、認定こども園等で、より一層気軽に子育てに関
する相談ができるよう努めます。 

多様な方法による相談
事業の実施 

メールを活用するとともに、多様な方法により、子育て相談を充
実します。 

また、民間事業所などが実施している相談事業に対しても、市民
に周知啓発していきます。 

利用者支援事業の実施 

【国指定事業】 

子ども・子育て支援新制度における子育て支援施策や地域の多様
な子育て資源を、利用者が円滑に利用できるよう、専門の職員を
配置して、利用者支援事業を実施します。 

 

施策の方向性：（３）安心して外出できるまちづくりの推進 

子どもやベビーカーなどで乳幼児を連れた保護者は、エレベーターやエスカレータ

ーのない施設、使用しづらいトイレ、道路上における段差や安全上の課題などの交通・

生活環境に不安や負担を感じており、日常生活においてさまざまな面で利用しやすい

道路や交通機関などの環境づくりが求められています。 

子どもや子どもを連れた保護者、さらにはすべての人にとって安全で使いやすく、

安心して外出できるよう、ユニバーサルデザインの考えを取り入れた施設や交通環境

の整備、まちづくりを今後も継続して進めます。 

また、子どもたちが安全に安心して地域で生活していくことができるよう、地域防

犯の強化等を図ります。 
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① 交通環境の改善 

交通環境の改善に向けて、道路の歩道設置や、道路、通路などの拡幅や段差の解消

などの「交通バリアフリー」の推進を計画的に進めます。また、妊産婦や乳幼児を連

れた人への理解や配慮を深める「心のバリアフリー」の推進を図ります。 

具体的施策 内容 

道路における歩道設置
と安全確保 

市道の改良や国や京都府への要望によって、段階的に、段差の解
消やガードレールの設置等、安全な歩道の整備を進めます。 

人にやさしい道路整備 
子どもや高齢者及び障害者に配慮した安全で快適な道路整備を
進めます。 

「交通バリアフリー」
の推進 

「宇治市交通バリアフリー全体構想」に基づき、関係機関と連携
を図りながら、鉄道駅や周辺道路などをはじめとした「交通バリ
アフリー」を進めます。 

「心のバリアフリー」
の推進 

妊産婦や乳幼児を連れた人、ベビーカーの安全な使用や使用者へ
の理解・配慮を深める「心のバリアフリー」の推進を図ります。 

 

② 交通安全対策の推進 

子どもたちを交通事故などの危険から守るため、交通安全対策事業による通学路な

どの道路の危険箇所の改良や交通安全施設の整備をはじめ、幼稚園や保育所などにお

ける交通安全教室を通じた啓発を行います。また、車や自転車を運転する大人たちに、

運転マナーについての啓発・指導を行います。 

具体的施策 内容 

交通安全対策事業の推
進 

子ども連れでも、子どもひとりでも安心して外出することができ
るように、通学路など道路の危険箇所の改良や交通安全施設の設
置、段差の解消など道路における安全性の確保に努めます。 

迷惑駐車・放置自転車
対策 

警察署等と協力しながら、公道上における迷惑駐車・放置自転車
対策に取り組みます。 

交通安全教室の充実 
警察署と協力しながら、幼稚園、保育所、認定こども園、地域子
育て支援拠点、学校等において交通安全教室を開催します。 

運転マナーについての
啓発・指導 

通学路での徐行や通り抜け抑制など、ドライバーに対して、通学
路の安全確保のための啓発・指導を進めるとともに、安全確認や
一時停止などの交通ルール遵守についても推進します。 

チャイルドシートの着
用推進 

チャイルドシート着用推進のための啓発に努めます。 

自転車の安全な利用の
推進 

子どもを自転車に乗せる際のヘルメットの着用などの啓発に取
り組むとともに、自転車運転免許教室の実施による自転車利用の
マナーや交通ルールの普及を推進していきます。 
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③ 公共的空間における設備の充実 

誰もが使いやすい公共施設をめざし、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、

整備を進めるとともに、育児・授乳室などの設置を進め、子育てバリアフリーを推進

します。 

具体的施策 内容 

ユニバーサルデザイン
の施設整備の推進 

公共施設の整備にあたっては積極的にユニバーサルデザインの
考えを取り入れるとともに、民間施設についてもユニバーサルデ
ザインの普及のための啓発に取り組みます。 

育児・授乳室、育児設
備の設置の推進 

子ども連れであっても、公共施設を気軽に利用できるよう、各施
設の状況に応じて授乳室、育児設備などの整備を推進します。 

子ども連れの来庁者に
向けた取り組みの充実 

子ども連れで市役所を訪れて相談・申請・申告等をする市民のた
めに、子どもを一時的に預かるサービスを実施するなどの取り組
みを充実します。 

 

④ 防犯対策 

子どもたちが安全に安心して地域で生活していけるよう、地域防犯の強化や公共施

設の安全管理体制の充実、「こども 110番のいえ」の充実など、地域ぐるみで子ども

を守る取り組みを進めます。また、子ども自身が防犯に対する意識を高められるよう、

子どもへの防犯教育に取り組みます。 

具体的施策 内容 

子どもや市民を犯罪か
ら守る地域防犯強化 

子どもを犯罪から守るため、地域が参加・協力し合い、見回りや
子どもへの声かけ、集団登下校時の誘導などを積極的に行う地域
防犯組織に対して、必要な支援や専門的指導を進めます。 

公共施設の安全管理体
制の強化 

幼稚園、保育所、認定こども園、育成学級、学校や公園など、子
どもが利用する施設の安全管理体制の強化に地域と取り組むと
ともに、引き続き緊急通報システム等による安全対策に努めま
す。 

職員や教員への防犯訓
練及び研修 

子どもを犯罪から守るため、子どもが利用する施設の職員や教員
への防犯訓練及び研修に取り組みます。 

「こども 110番のいえ」
の充実 

「こども 110番のいえ」を増やすことを警察署に要望します。ま
た、協力市民や事業所に対するいざというときの対処方法の指導
等も要請します。 

子どもへの防犯教育 
学校において子どもに対し、不審者を想定した避難訓練等を行い
ます。 

スマートフォン等を通
じた犯罪への対策 

スマートフォン、インターネット、ＳＮＳ等を通じて子どもを狙
う犯罪などについて、子どもに学校等で防犯に関する授業の開催
や防犯指導を行います。 
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施策の方向性：（４）子育ての経済的負担への支援の充実 

子育て家庭の経済的負担を軽減するため、現在行っている施策をより一層充実させ

るととも、新たな支援の方策を検討します。 

 

① 子育て家庭の負担軽減の促進 

子育て家庭の経済的な負担を軽減することができるよう、各種施策の充実に努めま

す。また、国の動向を見据えつつ、制度などの変更があった場合は、迅速な対応に努

めます。 

具体的施策 内容 

子育て家庭の医療費負
担の軽減 

子育て支援医療費支給について、今後も継続実施し、対象者の健
康保持と経済的軽減を図るとともに安心して医療が受けられる
制度運営に努めます。また、子育て世帯が等しく制度を享受でき
るように、子どもの医療費無料化制度の創設を国に対して要望し
ます。 

施設利用料の軽減 
子ども連れの公共施設利用者について利用料の軽減を検討しま
す。 

各種制度活用に向けた
情報提供 

各種制度の活用に向けて、対象者への情報提供を行います。 

保育料負担の軽減 
各家庭の収入状況などに応じ、引き続き保育料負担の軽減に向け
た取り組みを進めます。 

教育費負担の軽減 
各家庭の収入状況などに応じ、就学援助などによる教育費負担の
軽減に向けた取り組みを進めます。 

 

② 公営住宅等の居住環境の整備 

子育て世帯にとって子育てしやすい居住環境を確保できるよう、特定優良賃貸住宅

などの促進をはじめ、ユニバーサルデザインに基づきながら、公営住宅などの改良・

整備を進めます。 

具体的施策 内容 

特定優良賃貸住宅等の
促進 

子育て中の親が良質な住宅を確保できるように、特定優良賃貸住
宅等の利用に向けた取り組みを進めていきます。 

公営住宅等の改良・整
備 

公営住宅におけるユニバーサルデザインの導入を進めるととも
に、老朽箇所等の適切な改修を図り、安全で快適性の高い住環境
の整備を図ります。 
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施策の方向性：（５）いつでも、どこでものびのび遊べる場づくり 

本市には、植物公園やアクトパル宇治、太陽が丘など、拠点となるレクリエーショ

ン施設のほか、地域と協力して管理している公園施設が徒歩圏にあり、こうした自然

などを活用した遊びの場が多くあるといえますが、さらに子どもとその保護者が、身

近な地域で安心して遊べる場や機会を充実していくことが求められています。 

また、近年、子どもが巻き込まれる事故・事件が多発していることから、遊び場の

安全面に対する意識が高まっています。 

こうした状況をふまえ、子どもがのびのびと遊べる場の確保とともに、子どもが安

全に遊ぶことができ、親も安心して子どもを遊ばせることができる場の充実を進める

ため、地域の集会所や公園などの積極的な活用を今後も進める一方、関係団体や関連

する機関、地域の協力を得ながら、安全に外で遊べる環境づくりに努めます。 

 

① 公園・緑地等の環境整備 

子どもたちをはじめ、親たちにとっても憩いの場となるよう、公園、遊園の充実を

はじめ、緑などの自然に接することができる、うるおいのある環境づくりに努めます。 

具体的施策 内容 

公園、遊園の充実 
子どもが安全に遊び、親も安心して見守ることができるととも
に、世代間交流の場として、誰もが集える公園・遊園を整備しま
す。 

自然に接する遊び場の
充実 

遊びながら自然に接することができるよう「自然環境を利用す
る」など工夫した公園や緑地の整備に努めます。 

緑化啓発の推進 
身近で花や緑に親しめる地域づくりのため、子どもの参加も視野
に入れた緑化啓発活動を推進します。 

 

② 親子で遊べる場の確保 

子どもとその保護者が安心して、気軽に楽しく遊んだりすることができるよう、幼

稚園や保育所、認定こども園をはじめ、公共施設や民間施設などの既存施設を有効活

用し、身近でかつ、雨の日にも遊ぶことができるような場の確保に努めます。 

具体的施策 内容 

身近な親子で遊べる場
所の確保 

親子が身近な地域において、空き家や、集会所、空き店舗等を活
用し、気軽に楽しく遊べる場を確保します。 

雨の日に遊べる場所の
確保 

空き家や、集会所、空き店舗等を活用して、雨の日でも親子が気
軽に楽しく遊べる場を確保します。 

幼稚園、保育所、認定
こども園の有効活用 

親子が楽しく遊べる場として、幼稚園、保育所、認定こども園の
有効活用に努めます。 

民間施設の有効活用 
親子が気軽に楽しく遊べる場として、空き家や空き店舗等の民間
施設の有効活用に努めます。 
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③ 自由に遊べる場の確保 

子どもたちが安心して、自由にのびのびと遊んだり、ふれあうことができるよう、

遊び場の整備をはじめ、児童施設の整備や施設の安全管理などに努めます。 

具体的施策 内容 

子どもが自由に遊べる
場の確保 

子どもの創造力を活かし、子どもならではの遊び方が自由にでき
る場所の整備を促進します。 

児童施設の整備 
公園以外の場において、子どもの遊び場の確保と整備に努めま
す。 

公共施設へのプレイコ
ーナー等設置 

公共施設において、子ども連れで訪れた際に利用できるプレイコ
ーナー等の整備を推進します。 

施設の安全管理 子どもが遊びに利用する施設・設備の安全を確保します。 

 

 

基本目標３ 地域で子育て支援ができる環境づくりの推進 

施策の方向性：（１）家庭と子どもたちを応援する地域づくり 

地域コミュニティが希薄になりつつある現代において、地域社会における子どもを

育てる力の低下がみられ、その再生が求められています。そのためには、子どもや親

にとって身近な生活圏である地域が、日常的に子どもや親と接し、防犯や見守り、親

の相談や子どもの健全育成などにおいて重要な役割を担う必要があります。 

こうした状況をふまえ、今後も地域で子育て家庭を支援し、子どもの育ちを支える

という意識を高めるとともに、地域における身近な交流の場の確保や、地域の市民団

体や関係機関との連携強化に努め、子育ての応援ができるあたたかい地域社会を築く

ことができるよう、地域で子どもを育てる力の向上を図ります。 

 

① 子ども・子育てにおける地域への啓発 

地域において子育てを応援することができるよう、身近な地域での声かけを行うこ

とを働きかけるとともに、地域ぐるみで子どもを育てる意識を高めます。 

具体的施策 内容 

身近な地域での声かけ
の促進 

地域ぐるみで子どもを育てる意識を高めるとともに、地域防犯を
進めるため、隣近所等において、日頃から挨拶などの声かけ運動
を行うよう町内会・自治会や各家庭に働きかけます。 

また、地域活動や行事への参加等による地域交流を促進します。 

子育て家庭支援につい
ての講習 

関係機関同士の連携を深めるための講習会やセミナー等を開催
し、地域ぐるみで子どもを育てる意識の向上や、地域で子どもを
育てる力の向上を図ります。 
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② 民生児童委員活動の充実 

地域における福祉の担い手やリーダーとなる民生児童委員に対する研修等を行い、

活動の充実を図ります。 

具体的施策 内容 

民生児童委員の活動に
対する支援 

民生児童委員による相談や「赤ちゃん訪問」「子育てサロン」開
催等の子育て支援活動の充実のため、民生児童委員に対して研修
機会や情報提供の支援を行うとともに、民生児童委員の子育て支
援活動の周知に努めます。 

 

③ 各種団体活動への支援 

地域ぐるみで子育て支援を進めていくため、地域活動の担い手である町内会・自治

会や青少年健全育成協議会など、各種団体への研修などを通じて支援に努めます。 

具体的施策 内容 

各種団体への研修など
の支援 

地域における町内会・自治会活動や子ども会、育友会・PTA、青
少年健全育成協議会などの各種団体の活動支援に努めます。 

 

④ 身近な施設の有効活用 

身近な地域の交流の場となるよう、公共施設や民間施設などを有効活用し、子ども

たちの遊び場や、地域交流の場などの確保に努めます。 

具体的施策 内容 

地域資源の活用による
遊び場などの確保 

子どもが身近な地域で安全に遊んだり、地域交流ができるよう
に、地域にある空き家や生涯学習施設、集会所、空き店舗等の有
効活用を進めていきます。 

民間施設の有効活用 
子どもが遊ぶことのできる場として、空き店舗などの施設を活用
するための支援を各事業所や商工団体に行っていきます。 

 

施策の方向性：（２）地域とともに子育てを支援する環境づくり 

地域に密着したきめ細かな子育て支援活動が展開されるよう、ファミリー・サポー

ト・センターの活動内容の充実に向けた取り組みをはじめ、地域への啓発活動や人材

育成、関係機関等との連携を図りながら地域における総合的な子育て支援体制づくり

に努めます。 
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① ファミリー・サポート・センターの充実 

ファミリー・サポート・センターの充実に向けて、今後もさらなる会員の拡充や会

員活動への支援、活動内容の多様化に努めます。 

具体的施策 内容 

会員拡充促進 
【国指定事業】 

活動内容や利用方法などの周知を図るとともに、子育てを援助す
る援助会員の資質の向上や会員数を増やす取り組みを充実しま
す。 

会員活動への支援 
【国指定事業】 

救急救命講習など、会員のための研修機会の充実を図ります。ま
た、地域で子育て家庭を見守ることにつながるよう、子育て等の
お手伝いをしたい人（援助会員）の意識向上に努めます。 

活動内容の多様化の促
進【国指定事業】 

ニーズについて十分な把握に努め、活動内容の改善や拡充ととも
に、アドバイスなどの活動支援に努めます。 

 

② 市民活動等による多様な子育て支援事業の推進 

子育てサークルや NPO などによる市民団体主体の子育て支援事業を支援すると

ともに、関係機関等との連携を図りながら地域における多様な子育て支援事業の推進

に努めます。 

具体的施策 内容 

子育てサークルや NPO
等による子育て支援事
業の支援 

子育てサークルや NPO などの市民団体自らが主体となって、積極
的に子育て支援活動を行えるよう、交流事業などの事業委託や活
動支援を進め、広報・周知にも努めます。 

地域での子育て支援活
動の充実 

地域や企業、大学等の民間組織と連携しながら地域特性を活かし
た新しい子育て支援の充実に努めます。 

 

③ 地域ぐるみの次世代育成 

地域ぐるみで子どもを育てることができるよう、地域福祉の考え方や本計画の趣旨

を啓発し、理念と取り組みを広く市民に周知します。また、ボランティアなど、地域

で子どもを育てる人材の育成や活動支援にも努めます。 

具体的施策 内容 

地域福祉及び子ども・
子育て支援についての
市民啓発 

地域ぐるみで子どもを育てる風土づくりに努めるとともに、地域
福祉や子ども・子育て支援の推進について、その理念や取り組み
などを広く市民に周知するため、パンフレット配布や講座開催な
どによる啓発を進めます。 

ボランティアの育成 
指導力を発揮できる活動リーダーや意欲をもって活動に参加す
る市民など、地域に存在する人材の有効活用を図るために、子育
て支援ボランティアの育成に取り組みます。 

地域で子どもを育てる
活動の促進 

隣近所の人々が協力し合い、地域ぐるみで子どもを育てる声かけ
や見守り等の活動を促進します。 
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施策の方向性：（３）子どもたちのふれあいの機会づくり 

少子化や核家族化などの進行により、子ども同士の交流の機会も減少し、かつての

ように他者との交流を通じて社会性をはぐくむ機会が少なくなっています。 

こうした子どもの豊かな人間性をはぐくむためには、学校で学ぶことだけでなく、

地域活動や生涯学習など、さまざまな活動を行うことができる機会や場が必要となっ

ています。 

地域に住む子どもたちをはじめ、地域に住む大人たちも参加できる異年齢や世代間

交流の機会などを充実し、子どもたちが他者の個性や考え方を理解する力をはぐくむ

ことができる環境づくりを進めます。 

 

① 地域活動における交流の促進 

子どもたちの豊かな人間性や社会性をはぐくむため、子ども同士の交流活動や世代

間交流が活発に行われるよう、活動を支援します。 

具体的施策 内容 

子どもたちの地域活動
への支援 

子ども同士が身近な地域で交流し、自ら考え行動することができ
るような地域の活動や行事を支援します。 

子ども同士の交流活動
の支援 

年齢や生活環境の異なる子どもたちが交流できるよう支援しま
す。 

子どもと大人の世代間
交流活動の促進 

地域の各種事業へ地域が一体となって積極的に参加し、交流を深
めることができるよう、高齢者との交流機会の充実等、異世代間
の交流活動を促進していきます。 

 

② 生涯学習活動における交流の促進 

世代間交流が活発に行われるよう、生涯学習関連施設における交流事業を推進しま

す。 

具体的施策 内容 

生涯学習関連施設にお
ける交流事業の推進 

生涯学習関連施設における世代を超えた交流活動を推進します。 
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施策の方向性：（４）まちじゅうが学びと遊びの機会づくり 

子どもたちにとって学びと遊びは、創造性や自主性を身につける貴重な体験です。

また、子どもたちが自らの可能性を広げるうえでは、子どものときからさまざまなこ

とを経験することが望まれます。このため、本市にある宇治川をはじめとする美しい

自然や歴史的遺産などの市民共通の資源を活かし、自然体験活動や社会体験活動、ス

ポーツや文化芸術活動などのさまざまな地域活動を通じて、子どもたちの愛郷心や情

操を養うことに努めます。 

また、子どもたちの積極的な活動を支援するため、さまざまな地域活動について、

情報提供の充実を図ります。 

 

① 体験と交流の学習機会の促進 

本市における重要文化的景観である宇治川周辺などの自然、歴史文化などの資源を

生かし、子どもたちが地域の自然や文化にふれながら、心豊かに育つことができるよ

う、自然体験学習や環境学習、福祉ボランティア学習などを推進します。 

具体的施策 内容 

自然体験学習の推進 
重要文化的景観である宇治川周辺等、市内の豊かな自然に親しみ
学ぶことによって、人間と自然との関わりについての理解を深め
られる自然体験学習の機会を充実します。 

環境学習の推進 

子ども環境学習会、各種イベントなどの体験学習会、ゴミに関す
る環境学習などの取り組みを通じて、地球温暖化やゴミ問題等の
環境問題に対する意識を高め、理解を促す環境学習の機会を充実
します。 

福祉ボランティア学習
の推進 

高齢者や障害者介護などの体験を通じて、福祉への理解を深める
福祉ボランティア活動等の体験学習の機会を充実します。 

職場体験学習の推進 
子どもたちが商店、会社等の仕事を体験することによって、社会
の仕組み等の理解が深まるよう、企業等と連携を図りながら、職
場体験学習の機会を充実します。 

指導者の発掘と育成 
子どもたちの体験学習や交流活動を指導できる経験豊かな指導
者の発掘と育成に努めます。 

市内の資源を有効活用
した安全な遊び場・学
習の場の確保 

市内の空き家や生涯学習施設、集会所、空き店舗等の資源を活用
し、地域のボランティア等による、子どもが安心して遊んだり、
学習することのできる場の確保に努めます。 
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② スポーツ・レクリエーションや文化・芸術活動の促進 

子どもたちが心身ともに健やかに、たくましく成長することができるよう、スポー

ツ・レクリエーション機会や文化・芸術にふれる機会の充実をはじめ、伝統行事への

参加を促進します。 

具体的施策 内容 

スポーツ・レクリエー
ション機会の充実 

子どもがそれぞれの年齢や体力に応じて楽しめるよう、スポー
ツ・レクリエーションの交流機会を充実します。 

文化・芸術にふれる機
会の充実 

子どもが、「源氏物語」の舞台であった本市の歴史文化をはじめ、
さまざまな地域の文化・芸術に親しみ、理解を深める機会を充実
します。 

伝統行事への参加 
本市の伝統行事への子どもの参加を促進することによって、本市
の伝統文化への理解を深める機会を充実します。 

指導者の発掘と育成 
子どものスポーツ・レクリエーションや文化・芸術活動を指導で
きる経験豊かな指導者の発掘と育成に努めます。 

大会やイベントの開催 
子どもや大人が協力しながら運営できる、市民が主体となったス
ポーツ・レクリエーション大会、文化祭等の開催支援に努めます。 

 

③ 生涯学習や図書館事業等の充実 

子どもたちが学校での学習だけでなく、生涯を通じて学ぶことを身につけられるよ

う、青少年センターや図書館、生涯学習センターなどの地域の社会資源を活用した事

業を充実させ、学びの場の拡充を図ります。 

具体的施策 内容 

青少年センター事業の
充実 

子どもの身近な地域での生涯学習活動の場となるよう、青少年セ
ンター事業の充実に努めます。 

図書館事業の充実 
子どもの自主的な学習活動や読書活動を支援し、子どもが読書に
親しむ機会を提供するため、ニーズに応じた総合的な図書館サー
ビスの充実に努めます。 

生涯学習センター等の
事業の充実 

生涯学習活動の拠点としての機能や各種事業の充実に努めます。 

子どもや大人の身近な地域での生涯学習活動の場となるよう、生
涯学習事業の充実に努めます。 
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④ 子どものまちづくりへの参加の促進 

これからのまちの将来を担う子どもたちの創造力や意見を宇治のまちづくりに活か

すことができるよう、また宇治のまちやまちづくりに関心をもってもらえるよう、ポ

スターや標語の募集など、子どもがまちづくりに参加できる機会を今後も拡充します。 

具体的施策 内容 

子どもが参加・企画す
る取り組みへの支援 

子どもが自分の住む宇治のまちのまちづくりを意識するきっか
けになるよう、中高生が主体的に行うイベントづくりの支援や、
ボランティア体験の機会を提供します。 

ポスターや標語等の募
集 

子どもの意見やアイデアを活かしたポスターや標語等を募集す
ることにより、子どものまちづくりに対する意識の向上を図りま
す。 

 

⑤ 学びや遊びの情報提供の充実 

子どもたちが関心のある体験活動や各行事などに参加し、興味・関心をもつことが

できるよう、学びや遊びなどに関する活動について、情報提供の充実を図ります。 

具体的施策 内容 

学びや遊びについての
情報提供 

子どもが積極的に参加しやすい活動の情報収集を行うとともに、
子どもの積極的な活動を支援するため、子どもが参加する学びや
遊びについての情報を提供します。 

生涯学習関連施設にお
ける事業の情報提供 

子どもたちが積極的に参加しやすい学習活動の研究・検討を行う
とともに、生涯学習関連施設が行う、行事や活動状況についての
広報を充実します。 

地域での活動や団体活
動の広報への支援 

公共施設内のスペースの活用等によって、各地域の行事や団体サ
ークルが行う広報活動を支援します。 
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施策の方向性：（５）親同士が交流できる機会づくり 

核家族化などによって、地域のつながりが希薄化しつつあり、子育て中の親が相談

相手もなく孤立し、育児不安や虐待につながるケースもみられます。 

このような状況をふまえて、子育て中の親の仲間づくり、社会参加を促進するため

に、子育てサークルを支援するとともに、子育てサークルに属していない家庭も気軽

に参加し、日常的に交流ができるような環境づくりに努めます。 

また、地域子育て支援拠点の機能を充実し、保護者同士の交流や育児不安の軽減な

どを図ります。 

 

 

① 子育てサークルの育成・支援 

子育て中の親同士が交流し、相談や情報提供を行うとともに、子育てへの不安を軽

減・解消できるよう、子育てサークルの育成をはじめ、子育てサークルのネットワー

ク化を図ります。 

具体的施策 内容 

子育てサークルの育成 
子育て家庭の仲間づくりを促す子育てサークルについて、集会所
等地域の資源を活用した活動拠点の確保や周知など、サークル活
動の育成・支援を行います。 

子育てサークルのネッ
トワーク化 

各サークル間の情報交換等、子育てサークルのネットワーク化や
活性化に向けた取り組みを進めます。 

 

② 親子の交流の場づくりの促進 

親子が一緒に交流できるよう、地域子育て支援拠点での親子の集いや仲間づくりの

機会の充実、園庭の開放など、親子が気軽に集うことができる環境づくりに努めます。 

具体的施策 内容 

地域子育て支援拠点を中
心とした親子の集いなど
の充実【国指定事業】 

地域子育て支援拠点を中心として、親子の広場や育児教室等を充実す
るとともに、地域が自主的に運営する子育てサークル等を支援し、子
育て家庭の親と子どもが気軽に集い、相互に交流を図れる居場所を提
供することで、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感
等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援します。 

仲間づくりの機会の充
実と周知啓発 

子育てサークル等に属していない家庭でも気軽に参加し、仲間づ
くりの場となる事業を企画、実施することで、子育て家庭の孤立
化防止に努めます。また、外国出身の人々も含め、より多くの家
庭が気軽に参加できるよう事業の広報周知に努めます。 

園庭開放など幼稚園、
保育所、認定こども園
による支援事業 

安心して子どもを遊ばせることのできる場として、幼稚園、保育所、
認定こども園の園庭等の施設を開放し、家庭で子育てを行っている保
護者や子どもも気軽に遊びに来て交流できるように努めます。 
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③ 市民活動のネットワーク化の促進 

子育てに関するさまざまな市民活動がさらに活発化するよう、市民活動のネットワ

ーク化を図り、情報交換などを行うとともに、活動拠点の確保を図ります。 

具体的施策 内容 

市民活動のネットワー
ク化と組織の設立 

子育てに関するさまざまな市民活動のネットワーク化を図り、各
活動間の情報交換等、活動の活性化と充実に向けた取り組みを進
めます。 

身近な地域での活動拠
点の確保 

各団体の活動を進めるにあたって自由に利用できる、身近な地域
での活動拠点の確保に努めます。 

 

④ 地域子育て支援拠点の充実 

子育て親子の交流の場であり、まちの子育てにおける中核拠点となる地域子育て支

援拠点の充実を図り、保護者同士の交流や育児不安の軽減などにつなげます。 

具体的施策 内容 

地域子育て支援拠点の
整備【国指定事業】 

親子の居場所づくりや情報発信など、地域の子育て支援の中心と
なる地域子育て支援拠点は、10か所の整備が完了しており、今後
も拠点のあり方について検討します。 

地域子育て支援拠点の
機能の充実 

【国指定事業】 

地域子育て支援基幹センターを中心として、各地域子育て支援拠
点が連携して子育て情報の発信、育児不安などについての相談指
導や子育てサークルへの支援、子育て支援事業などを充実し、ア
ウトリーチ型など新たな機能を検討します。 

子育て支援総合コーデ
ィネーターの配置 

子育てに関係する機関の連絡調整等を行う子育て支援総合コー
ディネーターを配置し、より総合的な子育て支援に対応します。 

地域子育て支援拠点と
関係機関との連携 

円滑な子育て支援施策の推進を図るために、地域子育て支援拠点
を中心とした関係機関との情報交換等の連携を強化します。 

子育て支援者への支援 
子育てに関するさまざまな活動をしている支援者に対して、講座
の開設等により情報の提供を図るとともに連携して活動ができ
るようネットワークの構築等の支援を行います。 
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基本目標４ 仕事と子育てを両立できる環境づくりの推進 

施策の方向性：（１）仕事と子育ての両立のための基盤整備 

本市の女性の各年齢における就業率はそれぞれ上がってきているものの、出産・子

育てを終えた後の就業率が、出産・子育て前に比べて低くなっており、職場復帰して

いない、もしくはできていない状況がみられます。 

こうしたなか、子どもを出産後も働き続けたいと考えている女性が、仕事と子育て

を両立して働き続けられるよう、多様で柔軟な保育サービスの提供や総合的な放課後

児童対策による基盤整備を図ります。 

 

① 多様な保育サービスの提供 

仕事と子育ての両立が可能となるよう、保育サービスのニーズに伴い、低年齢児保

育、延長保育や休日保育、一時預かり、病児・病後児保育などのサービス基盤の確保

を進めるとともに、適切なサービス提供に努めます。 

具体的施策 内容 

低年齢児保育の充実
【国指定事業】 

共働き家庭の増加等に伴う保育所等への入所希望の増大に対応
していくため、現在行っている低年齢児保育の定数拡大に向けた
取り組みを進めるとともに、家庭的保育等、身近なサービスの充
実に努めます。 

延長保育事業の充実
【国指定事業】 

保護者の就労形態の多様化による保育ニーズに対応するため、保
育所等の開設時間延長等を図る等、夜間の保育サービスを充実し
ます。 

休日保育事業の実施 
保護者の就労形態の多様化による日曜・祝日の保育ニーズに対応
するため、休日保育の実施について検討します。 

障害児保育事業の充実 
障害のある児童等の保育と福祉の増進を図るため、保護者の就労
状況等に応じた保育の環境整備を行うとともに、保育所入所の弾
力的な対応について検討します。 

一時預かり事業の充実 

【国指定事業】 

緊急時や短期間の就労などの理由によって一時的に保育が必要
な保護者のニーズに対応するため、保育所等における一時預かり
事業の拡大に努めます。 

病児・病後児保育事業
の推進【国指定事業】 

家庭での保育が困難な病中や病気回復期の乳幼児や小学生を預
かる乳幼児健康支援一時預かり事業を継続して実施するととも
に、保育所等に通う子どもの急な発熱等に対応するため、保育所
等における病児保育（体調不良児対応型）の取り組みを進めます。 

子育て短期支援事業
（ショートステイ）の
充実【国指定事業】 

宿泊を伴う預かり等のニーズに対応するため、ショートステイ事
業を実施します。 

ファミリー・サポー
ト・センター事業の充
実【国指定事業】 

子育て等のお手伝いをしたい人（援助会員）と子育て等の手助け
をしてほしい人（依頼会員）で構成されるファミリー・サポート・
センターにおいて、依頼会員の希望に沿った利用ができるような
体制づくりを図るとともに、宿泊を伴う預かりや産前産後期の家
事援助活動等の充実に努めます。 

幼稚園等預かり保育事
業の実施【国指定事業】 

幼稚園にて実施している幼稚園預かり保育事業の充実に努めま
す。 
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② 柔軟な保育施設の運営 

待機児童の解消に向け、認定こども園の設置、施設整備や利用定員の見直し、保育

要件の弾力化の検討、多様な形態による施設運営の検討などの対応を図ります。また、

保育施設評価などを通じて、保育水準の向上を図ります。 

具体的施策 内容 

保育要件の弾力化の検討 
保育所等の入所要件については、子ども・子育て支援法施行規則
に示す保育を必要とする事由を基本にしながら、多様なニーズに
柔軟に対応できるよう弾力的対応を検討します。 

効率的な保育施設運営
の推進 

民間活力の活用について研究・検討し、効率的な施設運営を進めます。 

多様な形態による保育
施設の運営の検討 

認定こども園等の多様な形態による保育施設の運営について検
討します。 

施設の整備 施設の老朽化対策等必要な施設整備を計画的に進めます。 

保育施設評価の実施 
保育水準の向上を目指す自己評価と第三者評価への取り組みを
進めます。 

 

③ 総合的な放課後児童対策 

育成学級に対するニーズは増加傾向にあり、こうしたニーズに対応したサービス提供が

できるよう、条例及び放課後児童クラブ運営指針などを基本にしつつ、実施クラス数の増

加をはじめ、施設の整備や社会福祉法人などの参画を図ります。さらに、複雑化・多様化

するさまざまなニーズに対応できるよう、指導員の資質向上など育成学級の内容充実を図

ります。また、新・放課後子ども総合プラン（※）の推進など、より一層教育・福祉の連

携のもと、総合的な放課後児童対策のあり方について検討を進めます。 

具体的施策 内容 

育成学級の充実 
【国指定事業】 

入級児童数に応じて、余裕教室の活用や専用施設の整備等に努めま
す。また、内容の充実・向上を図るため、第三者評価などの客観的な
評価手法についての検討を行います。 

指導員の資質向上 
【国指定事業】 

個々の児童の個性や状況に応じた適切な指導ができるように、研修等
を充実し、指導員の資質向上を図ります。 

学校現場と育成学級と
の連携【国指定事業】 

保護者や子どもが安心して育成学級を利用できるよう、学校現場と育
成学級がともに意見や情報を交換するなどの連携を図ります。 

就学前教育・保育施設
等との連携 
【国指定事業】 

就学前教育・保育において配慮を必要としていた児童への対応など、
育成学級入級後も個々の児童に応じた指導が継続してできるよう、就
学前教育・保育施設等との連携を図ります。 

多様な形態によるサー
ビス提供の検討 

社会福祉法人・NPO法人等の参画により、多様な形態による事業のあ
り方を検討します。 

新・放課後子ども総合
プランの推進 

教育・福祉のより一層の連携のもと、学校や放課後子ども教室と連携
及び調整を図りながら、放課後児童対策の内容の充実と、子どもの安
全な居場所づくりを推進します。 

※新・放課後子ども総合プラン・・・すべての小学生児童の放課後における安全・安心な居場所を確保す
るため、「育成学級（放課後児童クラブ）」と「放課後子ども教室」
の計画的な整備等を進めるものです。  
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施策の方向性：（２）仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）については、近年の積極的な取り

組みにより、広がってきておりますが、今後も社会全体の運動としてさらに広げてい

く必要があります。 

また、啓発以外にも働き方の見直しに向けたさまざまな取り組みを推進するととも

に、子育て家庭への就労支援や、男女がともに協力して家庭内での役割を担っていく

ことができるよう、固定的な性別役割分担意識の解消に努めます。 

 

① ワーク・ライフ・バランスの実現への取り組みの推進 

子どもを出産後も働き続けたいと考えている人などが継続して働くことができるよ

う、妊娠、出産、子育て中の就業者への配慮やライフスタイルに応じた多様な働き方

の確保について、企業等への啓発に努めます。また、関連制度の普及啓発や、一般事

業主行動計画（従業員 101人以上の企業・事業所における子育て支援のための計画）

の実施促進や特定事業主行動計画（市の職員に対する就労と子育てを両立できる就労

環境づくりの計画）の推進にも努めます。 

具体的施策 内容 

雇用者・企業への啓発
と情報提供 

雇用者や就業者が子どもを生み育てることの社会的役割につい
ての理解を深め、妊娠、出産、子育て中の就業者に対して配慮で
きるよう、育児休暇の取得率やワーク・ライフ・バランスの実施
など妊娠期や子育て期の従業員への制度や支援について、市内の
企業等を対象として、情報提供や啓発活動を行います。 

働き方の見直しに向け
た取り組み 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、施策を検討する上で
の企業等の取り組みや多様な働き方のモデルの情報収集や、市民
の実態等の把握に努めます。 

ワーク・ライフ・バラ
ンスの啓発 

男性の子育てへの関わりの促進や多様な働き方など、市民意識の
醸成を図るためのセミナーの開催や啓発活動を行います。 

育児休業制度等の普
及・啓発 

男女にかかわらず、子育て等をしながら働き続けられるように、
育児休業や介護や看護のための休暇等の制度の普及、啓発活動を
行います。 

一般事業主行動計画の
実施促進 

ワーク・ライフ・バランスが実現できる就労環境づくり促進のた
め、従業員 101人以上の企業・事業所において子育て支援のため
の行動計画「一般事業主行動計画」を推進できるよう支援に努め
ます。 

特定事業主行動計画の
進行管理 

本市の職員について、就労と子育てを両立できる就労環境づくり
を進めるための行動計画である「特定事業主行動計画」の確実な
進行管理を行います。 

商工会議所、ハローワ
ーク等との連携 

商工会議所やハローワーク等との連携を図りながら、雇用者に対
して、少子・高齢社会、子育て家庭の現状等の啓発に努めます。 

また、ハローワーク等に託児所を設けるなど、保護者が就業活動
を行いやすい環境整備についても要望を行います。 
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② 子育て家庭への就労支援の促進 

子育て中や子育てが終わってから働きたいと考える女性にとって、働きやすい環境

となるよう、事業所内保育施設などの整備促進をはじめ、就業・再就職に向けた支援

に努めます。 

具体的施策 内容 

事業所内保育施設整備
の促進 

働きやすい環境づくりのために事業所内保育施設等の自主的整
備を促進します。 

就業・再就職に向けた
支援 

就業、再就職や起業を希望する人に対して、セミナーの開催や情
報提供等を行います。 

技能取得などへの支援 
就業あるいは再就職をするために技能取得を考えている人に対
して、取得に向けた情報提供等を行います。 

 

③ 固定的な性別役割分担意識の解消の推進 

固定的な性別役割分担意識にとらわれることなく、男女がともに協力して、家庭内

での役割を担っていくことができるよう、男女共同参画の啓発などに努めます。 

具体的施策 内容 

男女共同参画の啓発 
男女共同参画社会の形成に向けて、男女の固定的な性別役割分担
意識を解消し、ともに子育てを担い、喜びを分かち合うことがで
きるよう、さまざまな機会において啓発に努めます。 

家庭における相互協力
と役割の啓発 

幼い頃から子どもが、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、
家族の一員として、家庭内での役割を果たしていけるよう、啓発
に努めます。 
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基本目標５ 配慮を必要とする家庭へのきめ細かな取組の推進 
 

施策の方向性：（１）児童虐待への対応の充実 

児童虐待は、子どもへの身体的な影響だけでなく、こころの発達や人格の形成に深

刻な影響を与えます。虐待された子どもは、保護者から十分な愛情を感じることがで

きずに成長することになり、その結果親子の信頼関係を築けないばかりか、脳の発達

や人格形成に大きな影響を及ぼし、社会的自立に困難をともなう場合があることが指

摘されています。子どもを虐待から守り、子どもが安心して生活できるよう、地域や

関係機関等が連携して未然防止をはじめ、早期発見・早期対応に取り組みます。 

 

① 虐待防止のための体制の強化 

子どもを虐待から守り、子どもが安心して生活できるよう、地域や関係機関等とと

もに体制の強化を図ります。 

具体的施策 内容 

虐待防止のための相談
等 

虐待防止のために、福祉・保健・教育等で幅広く誰もが相談でき
る体制を充実します。 

虐待防止のためのネッ
トワークの強化 

虐待の予防や早期発見、情報交換のための関係機関との連携を目
的とした「宇治市要保護児童対策地域協議会」の活動を充実しま
す。 

児童相談所等との連携
強化 

専門的な知識や技術が必要とされる重篤な事例などに対応する
ため、児童相談所をはじめとした関係機関との連携を強化しま
す。 

妊娠期からの相談体制
の充実 

妊娠期から、自分の気持ちや困っていることが話せたり、相談で
きる場として、パパママ教室などを活用し、相談できる体制を強
化します。 

里親制度の普及 
保護を要する子どもについて、里親制度への市民の理解を深める
ため、京都府や児童相談所と連携し、同制度の周知を図ります。 

子ども家庭総合支援拠
点の設置 

国において、令和 4年度までに設置することを目標にしている「子
ども家庭総合支援拠点」の設置を目指します。 
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② 虐待防止のための啓発の強化 

虐待の未然防止、早期発見のために、市民や関係機関等への周知・啓発を図ります。 

具体的施策 内容 

早期発見のための市民
や地域団体への啓発 

虐待の未然防止、早期発見のために市民や医療機関、団体、地域
等に対して、児童相談所全国共通ダイヤル「189」による情報提
供等を呼びかける啓発を行います。 

関係機関への対応方法
の周知 

児童虐待対応方法についての研修会やマニュアルの作成、配布な
どを通じて、対応方法の周知を図ります。 

 

施策の方向性：（２）ひとり親家庭への支援の充実 

ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するため、国や京都府と連携しながら、就

業に向けた支援を推進するとともに、仕事と子育てを両立させることができるよう、

相談体制や経済的支援の充実に努めます。 

 

① ひとり親家庭の相談等の充実 

ひとり親家庭の自立を支援するため、相談支援をはじめ、交流を通じた仲間づくり、

ひとり親家庭に対する生活面の多面的な支援に努めます。 

具体的施策 内容 

ひとり親家庭の自立に
向けた相談等の充実 

ひとり親家庭が抱える就労や生活に関する悩みについての相談
体制を充実するとともに、相談しやすい環境づくりに努め、自立
支援の充実を図ります。 

ひとり親家庭の仲間づ
くり支援 

母子会・父子会の活動をはじめとした、ひとり親同士が交流を通
じて仲間づくりをしたり、お互いに相談し合える場を提供する活
動について、情報提供及び活動支援に取り組みます。 
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② ひとり親家庭への経済的支援の充実 

ひとり親家庭の自立を支援するため、児童扶養手当の支給や医療費負担の軽減など、

ひとり親家庭に対する経済的な支援を図ります。 

具体的施策 内容 

ひとり親家庭の医療費
負担の軽減 

ひとり親家庭の医療費の本人負担分の支給を行う事業を今後も
継続実施することで、対象者の健康保持と経済的軽減を図るとと
もに安心して医療が受けられる制度運営に努めます。 

ひとり親家庭の自立に
向けた経済的支援 

ひとり親家庭が自立できるよう、児童扶養手当の支給や、生活資
金の貸付、就職に有利な資格の取得を支援する給付金の支給を実
施します。 

ひとり親家庭向けの制
度等の周知・啓発 

国や京都府、本市におけるひとり親家庭向けの各種制度等につい
て、確実な周知・啓発に努めます。 

 

施策の方向性：（３）障害のある児童等への施策の充実 

障害のある児童等の健全な発達を支援し、豊かな地域生活を送ることができるよう、

障害者差別解消法の趣旨をふまえるとともに、「宇治市障害者福祉基本計画」や「宇治

市障害福祉計画・障害児福祉計画」などと連携しながら、障害のある児童等及びその

家族のライフステージに対応する一貫した支援の推進を図ります。 

 

① 障害のある児童等への支援の促進 

早期療育ネットワークによる発達上支援が必要なケースの早期発見・療育を進める

とともに、医療体制や特別支援教育の充実など、障害のある児童等の生活面における

さまざまな支援に取り組みます。 

具体的施策 内容 

障害児通所支援等の提
供 

児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相
談支援など、児童福祉法に基づく必要なサービスを提供します。 

早期療育ネットワーク
の推進 

発達上支援が必要なケースの早期発見と適切な療育を進めるために、
早期療育ネットワーク会議を開催し、関係機関との連携を図ります。 

療育事業の充実 

発達に応じた適切な療育に努めるため、市内における療育事業を充実
するとともに、療育施設の充実等に向けて京都府に要望を行います。
また、学校外における生活と遊びをつくるための自主活動への支援を
行います。 

障害児医療の継続 

障害者歯科治療事業を継続するとともに、重度の精神障害も対象とす
るよう、障害児医療体制の強化に向けて京都府に要望を行います。 

また、重度心身障害児の医療費の本人負担分の支給を行う事業を今後
も継続実施することで、対象者の健康保持と経済的軽減を図るととも
に安心して医療が受けられる制度運営に努めます。 
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具体的施策 内容 

補装具費給付事業の充
実 

障害のある児童等を対象とした補装具・日常生活用具の給付の充実に
努めます。 

特別支援教育の推進 
特別な支援が必要な子ども一人ひとりの発達や障害の状況等に応じ
て教育的ニーズを把握し、特別な教育的支援の必要な子どもへの指
導・支援を推進します。 

施設、設備面での対応 
幼稚園、保育所、認定こども園、学校等において、障害等の状態や特
性に応じた施設や設備の検討・対応に努めます。 

成長に応じた総合的な
支援 

障害のある児童等に対して、関係各課及び関係機関による連携を図り
ながら、成長に応じた支援を継続して総合的に提供できるよう努めま
す。 

相談支援の充実 

子どもの発達上の悩みを身近な場所で気軽に相談できるよう、障害児
相談支援の普及を進めるとともに、幼稚園、保育所、認定こども園、
地域子育て支援拠点、学校等における相談体制の充実を図り、さらに
は民生児童委員、宇治市知的障害者相談員等の関係機関等との連携に
努めます。 

 

② 障害のある児童等の保育・放課後対策等の推進 

障害のある児童等の保育内容や放課後対策を充実するとともに、障害の有無にかか

わらず、子どもたちがともにふれあい、交流し合うなかで、相互に学び合うことがで

きるよう、交流活動の機会の充実に努めます。 

具体的施策 内容 

障害のある児童等の保
育内容の充実 

障害児保育担当員等と発達相談員等の専門家との連携の強化に
努めるとともに、職員の専門性を向上させるための研修等に取り
組み、保育内容の充実に努めるとともに、障害のある児童等の受
け入れ体制の充実を図ります。 

交流活動の促進 
障害等の有無にかかわらず、学校や地域、育成学級などで子ども
同士が交流できる機会の充実に努めます。 

障害のある児童等の放
課後対策の充実 

育成学級での障害のある児童等の受け入れ体制の充実を図ると
ともに、特別支援学校を含めた、放課後や休日に活動し、楽しめ
る場所の確保を検討します。 

 

  


